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弁
書
を
送
付
す
る
。 

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
函
館
空
港
に
お
け
る
東
京
路
線
の
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
の
実
現
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答 
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一
に
つ
い
て 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

平
成
七
年
五
月
八
日
現
在
、
国
内
の
空
港
等
で
あ
っ
て
、
当
該
空
港
等
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
を
結
ぶ
路
線
に
お
い
て

い
わ
ゆ
る
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
新
千
歳
空
港
、
富
山
空
港
、
小
松
飛
行
場
、
大
阪
国
際
空
港
、
関
西

国
際
空
港
、
広
島
空
港
、
山
口
宇
部
空
港
、
徳
島
飛
行
場
、
高
松
空
港
、
松
山
空
港
、
高
知
空
港
、
福
岡
空
港
、
長
崎
空 

 
 

 
 

港
、
熊
本
空
港
、
大
分
空
港
、
宮
崎
空
港
、
鹿
児
島
空
港
及
び
那
覇
空
港
の
計
十
八
で
あ
る
。
ま
た
、
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
が
行

わ
れ
て
い
る
各
空
港
等
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
を
結
ぶ
路
線
に
お
け
る
年
間
旅
客
輸
送
実
績
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お

り
と
な
っ
て
い
る
。 

函
館
空
港
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
を
結
ぶ
路
線
の
年
間
旅
客
輸
送
実
績
は
、
平
成
五
年
度
に
お
い
て
約
百
二
十
一
万
人

と
な
っ
て
い
る
。
東
京
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線
に
お
け
る
年
間
旅
客
輸
送
実
績
が
函
館
空
港
を
下
回
る
空
港
等
に
お
い
て

ナ
イ
ト
ス
テ
イ
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
各
空
港
等
に
お
け
る
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
各
空
港
等
発
着
路
線
の 

す
る
答
弁
書 

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
函
館
空
港
に
お
け
る
東
京
路
線
の
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
の
実
現
に
関
す
る
質
問
に
対 

三 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

  

平
成
七
年
五
月
八
日
現
在
、
函
館
空
港
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
を
結
ぶ
路
線
に
お
い
て
は
、
函
館
空
港
発
初
便
の
出
発

時
刻
が
午
前
九
時
（
全
日
本
空
輸
株
式
会
社
）
、
東
京
国
際
空
港
発
最
終
便
の
到
着
時
刻
が
十
八
時
二
十
分
（
日
本
航
空
株 

 

式
会
社
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
需
要
の
動
向
、
航
空
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
か
ん
が
み
、
現
行
の
発
着
時
刻

が
公
共
の
福
祉
を
阻
害
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

百
三
十
一
号
）
第
百
十
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
業
改
善
の
命
令
を
出
す
必
要
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

函
館
空
港
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
を
結
ぶ
路
線
に
お
け
る
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
二
及
び
三
に
つ
い
て

に
お
い
て
掲
げ
た
各
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
、
各
航
空
運
送
事
業
者
が
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

需
要
動
向
、
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
の
実
施
に
伴
っ
て
追
加
的
に
発
生
す
る
費
用
、
効
率
的
な
機
材
繰
り
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た

上
で
、
各
航
空
運
送
事
業
者
が
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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